
主な規則の改正概要

１．ポータブルタンクの定義の変更等
１．ポータブルタンクの定義の変更等

２．オーバーパックに対する表示
２．オーバーパックに対する表示

３．フレキシブル大型容器の運送制限
３．フレキシブル大型容器の運送制限

概要：容積が４５０リットルを超えているも
のという制限をなくす

概要：荷送人にオーバーパックの表示
を義務化

概要：固体の危険物を融点を超える温度
で運送する場合等に、使用してはな
らないことを明記

４．高圧容器の表示の追加
４．高圧容器の表示の追加

概要：深冷液化された高圧ガスを充填する
高圧容器に上向き表示を義務化

５．危険物の運送要件の変更
５．危険物の運送要件の変更

概要：約５００の危険物の追加、削除又は
要件の変更
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ポータブルタンク

オーバーパック

大型タンク

※わが国では、フレキシブル
大型容器はほとんど使用
されていない。

高圧容器

上向き表示

危規則告示別表第１(抜粋)

品 名 容器及び包装

日本語名 英語名 容器
追加
規定

･････

3377 
過ホウ酸ナトリウム
（水和物）

SODIUM 
PERBORATE 
MONOHYDRATE

酸化性物質類 酸化性物質 5.1 Ⅲ P002 - ･････

････ ････ ････ ････ ････ ･･･ ･･･ ･････ ･････ ･････

分 類 項 目 等級
容器
等級
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